
平成１２年(ワ)第２００２９号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１４年１０月１０日
　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　決
            原　　　　　　告　              　ジューキ株式会社
            訴訟代理人弁護士 　　         　　三　　木　　　　　茂
            同                                吉　　田　　正　　夫
　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　井　　口　　加 奈 子
　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　椙　　山　　敬　　士
　　　　　　訴訟復代理人弁護士                今　　井　　鉄　　男
　　        被　　　　　　告　                セイコーエプソン株式会社
            訴訟代理人弁護士　　　　　　　　  飯　　田　　秀　　郷
            同　　　　　　　　　　　　　　　　栗　　宇　　一　　樹
            同　　　　　　　　　　　　　　　　早 稲 本　　和　　徳
            同                                秋　　野　　卓　　生
            同　　　　　　　　　　　　　　　　七　　字　　賢　　彦
            同　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　　木　　英　　之
            訴訟復代理人弁護士                大　　友　　良　　浩
            同                                隈　　部　　泰　　正
　          　　　　　　　主　　　　　　文
      １　原告の請求をいずれも棄却する。
      ２　訴訟費用は原告の負担とする。
            　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
  １　被告は，別紙物件目録２及び４記載の製品を製造し，販売し，又は販売のた
めに展示してはならない。
　２　被告は，その占有する前項の製品及びその半製品を廃棄せよ。
　３　被告は，原告に対して，３４億０５８０万円及び内金５億円に対する平成１
２年１０月１３日から支払済みまで，内金２９億０５８０万円に対する平成１４年
２月２３日から支払済みまで，各年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
      本件は，多色印字装置に関する特許権を有する原告が，多色印字装置を製
造，販売する被告の行為は原告の上記特許権を侵害するとして，同製品の製造，販
売等の差止めと損害金の支払等を求めている事案である。
  １　争いのない事実等
    (1)　原告は，以下のとおりの特許権（以下「本件特許権」といい，その発明を
「本件発明」という。）を有している。
          特許番号　　　　　　 　　　　　 第１８８６１０３号
          発明の名称　　　　　 　　　　 　多色印字装置
          出願日　　　　　　 　　　　 　　昭和６０年１０月３１日
          登録日　　　　　　　 　　　　 　平成６年１１月２２日
          特許請求の範囲　　　　　　　　　別紙特許公報写しの該当欄記載のと
おり（以下，同公報掲載の明細書を「本件明細書」という。）
    (2)　本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりとなる。
      Ａ　複数の印字ヘッドと，
    　Ｂ　印字ヘッドの数に対応して設けられ，印字色データを一時的に格納する
データ格納手段と，
      Ｃ　格納された印字色データを読み出すデータ読み出し手段と，
      Ｄ　読み出された印字色データに基づき前記印字ヘッドをそれぞれ駆動する
印字ヘッド駆動手段と，
      Ｅ　前記印字ヘッドを移動する移動手段とを有する多色印字装置であって，
      Ｆ　前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカ
ラム数を計数するカラム計数手段と，
      Ｇ　これにより計数されたカラム数のうち最大カラム数を求める最大カラム
数取得手段と，
      Ｈ　印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ，その後，リタ
ーンするように前記移動手段を制御する制御手段と
      　を備えてなる多色印字装置
    (3)　被告は，業として，別紙物件目録１記載の多色印字装置（以下「被告製品



１」という。），同目録２記載の多色印字装置（以下「被告製品２」という。），
同目録３記載の多色印字装置（以下「被告製品３」という。）及び同目録４記載の
多色印字装置（以下「被告製品４」といい，被告製品１ないし４を併せて「被告製
品」と総称する。）を製造，販売し，このうち被告製品２及び被告製品４について
は，現在も製造，販売，販売のための展示をしている（弁論の全趣旨）。
    (4)　被告製品は，いずれも本件発明の構成要件ＢないしＥを充足する。
  ２  争点
    (1)　被告製品の構成は，どのようなものか。
    (2)　被告製品は，本件発明の構成要件（Ａ，Ｆ，Ｇ，Ｈ）を充足するか。
    (3)　本件特許に基づく権利行使は，権利の濫用に当たるか。
    (4)　損害額はいくらか。
　３  争点に関する当事者の主張
    (1)　被告製品の構成（争点(1)）について
    （原告の主張）
      　本件発明の構成要件Ａ，Ｆ，Ｇ，Ｈに対応する被告製品の各構成は，別紙
各「被告構成についての主張」の各「原告の主張」欄記載のとおりである。
      　なお，被告製品が，それぞれ，別紙各「被告構成についての主張」の各
「被告の主張」欄記載のｆ２ないしｆ５の各ａ及びｂの各構成を有すること，被告
製品が加速領域及び減速領域を有すること（構成ｈについて）は当事者間に争いが
ない。
    （被告の反論）
        本件発明の構成要件Ａ，Ｆ，Ｇ，Ｈに対応する被告製品の各構成は，別紙
各「被告構成についての主張」の各「被告の主張」欄記載のとおりである。
    (2)　構成要件Ａの充足性（争点(2)）について
    （原告の主張）
      ア  別紙各「被告構成についての主張」の各「原告の主張」欄記載のとお
り，被告製品１，被告製品２及び被告製品４は，６色のノズル列を，被告製品３は
４色のノズル列を，それぞれ有するから，いずれも構成要件Ａを充足する。
      イ  被告は，構成要件Ａの「印字ヘッド」とは，「キャリッジの進行方向に
垂直な方向に設けられた印字ヘッド」のみを指すと解すべきである（縦置きの印字
ヘッドであること）と主張するが，このように限定する根拠はない。
    （被告の反論）
        構成要件Ａの「印字ヘッド」とは，キャリッジの進行方向に垂直な方向に
設けられていること（縦置きの印字ヘッドであること）が必要であると解すべきで
ある。
　　　　被告製品においては，印字ヘッドは，キャリッジの進行方向に並列に配置
されている（横置きの印字ヘッドである）から構成要件Ａを充足しない。
    (3)　構成要件Ｆの充足性（争点(2)）について
    （原告の主張）
      ア　本件発明において「カラム」とは縦列を意味し，「カラム数」はカラム
（縦列）を数えたものである。ドット式プリンタの場合には，ドット単位の数が
「カラム数」に当たるから，構成要件Ｆの「印字色別に１印字行分のカラム数を計
数する」とは，印刷基準位置（キャリッジ原点）から右端位置（最大右端ドット位
置）までのドット数を計数することを意味する。また，構成要件Ｆにおいては，印
字色データをどこから格納するかということは問題とはならない。
        　被告製品は，イメージバッファメモリに格納された１印字行分のビット
イメージデータから，別紙各「被告構成についての主張」の各「原告の主張」欄記
載のｆ１ないしｆ６の処理をすることにより，各印字色毎に印刷基準位置（キャリ
ッジ原点）から最大右端位置（最右端のオンドットデータの位置）までのドット数
を計数する手段を備えている。このことは，被告製品において，各色の最大右端ド
ット位置が次の計数処理によって求められることを被告が自認していることからも
明らかである。
　　　　　　（（印字終了番地＋１）－バッファ基準位置）／２０Ｈ×１０Ｈ－２
Ｈ－５００Ｈ
        　したがって，被告製品は，構成要件Ｆを充足する。
      イ　被告は，位置は場所の単位系であり，ドット数は量の単位系であるか
ら，両者は異なると主張するが，これは以下のとおり誤りである。
        　すなわち，位置の数値的把握は，基点からの単位数の量でしか表現でき



ない。用紙上の位置は，基準となる特定の位置から，横軸（カラム数）及び縦軸
（ロウ数）で表される。水平方向の位置は，印刷基準位置（キャリッジ原点）から
横軸（カラム）で表されるものであり，その単位はドット数である。
        　解像度は，ｄｐｉを単位として表されるが，ｄｐｉとはdot per inchで
あって１インチの中に何個の粒（ドット）を入れるかということにより数値化され
ている。例えば，１４４０ｄｐｉの場合には，１／１４４０インチの間隔でドット
が１４４０個並んで１インチを構成することになる。
        　このように，一旦ドット間距離を定めた後は，１／１４４０インチとい
った数値を用いることはなく，ドットの数により位置が定められる。したがって，
ドット数は位置の単位になる。
        　以上から，被告のいう「用紙上の位置データ」は印刷基準位置（キャリ
ッジ原点）からのドット数で表されるものであり，それは各色について計算によっ
て求められるものであるから，各色毎に最大右端ドット位置までのドット数を計数
しているといえる。
　　　ウ　被告は，仮に「カラム数」を「ドット数」ととらえ，また，各色の印印
字色データの右端位置をドット数に換算したとしても，その右端位置（印刷終了ア
ドレスの右端ビット）に実印字データ（オンドットデータ）が存在するとは限らな
いとして，被告製品は構成要件Ｆを充足しないと主張する。
        　確かに，被告製品では，右端位置をバイト単位（１バイト＝８ビット＝
８ドット）で計算した後でビット換算することによる誤差として，最大７ドットの
ずれが生じる可能性がある。
        　本件発明は，右端位置をドット（ビット）などカラム単位で計算して求
めるものであるところ，被告製品が８ビットずつまとめてバイトごとに計算するの
は，ビットごとに計算するのに比べて精度を落とすという意味で改悪である。しか
し，被告製品でも，被告が被告製品においてその処理を行っていることを認める甲
３１別紙⑧における「最大右端ドット位置の計数処理」のアドレスFB1952「２Ｈ×
８Ｈ＝１０Ｈで乗算する」で示すとおり，最終的にはドット（ビット）数に換算さ
れている。
        　また，７２０ｄｐｉ（１インチ＝２５．４㎜に７２０ドット）の場合に
は，最大限７ビット（ドット）の誤差は，最大限０．２４７㎜の誤差にすぎず，技
術的には微差といってよい。
          したがって，被告の上記主張は理由がない。
    （被告の反論）
      ア  被告製品は，以下のとおり，構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された
印字色データ」を対象にしてカラム数を計数するものではない。
        (ア)　構成要件Ｆにおいて，１印字行分のカラム数を計数する対象は，
「前記格納手段に格納された印字色データ」であるが，本件明細書の「発明の詳細
な説明」欄の記載によれば，各色の印字色データの最初の第１カラムは，各色とも
同じ印刷基準位置（キャリッジ原点）からバッファメモリ（格納手段）に格納され
なければならないものと解すべきである。これに対して，被告製品においては，各
色の印字色データは，ホストコンピュータで既にヌルカット処理がされ，ホストコ
ンピュータから送出された水平開始位置データに基づき演算されたイメージバッフ
ァの最小左端アドレス（水平開始位置）から格納されるのであり，各色の印字色デ
ータが，印刷基準位置（キャリッジ原点）から格納されるのではない。すなわち，
被告製品においては，カラム数計数の対象となる「前記格納手段に格納された印字
色データ」は，既に水平開始位置までのデータがカットされた印字色データであ
り，しかも，同水平位置は各色毎に異なっているのであって，印刷基準位置（キャ
リッジ原点）からバッファメモリに格納された印字色データには当たらない。
          　したがって，被告製品は，構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された
印字色データ」を対象にしてカラム数を計数するものではないから，構成要件Ｆを
充足しない。
        (イ)　この点，原告は，「印刷基準位置（キャリッジ原点）」という概念
を使用し，印刷基準位置（キャリッジ原点）から各色の印字色データの最大右端ド
ット位置までのカラム数を計数し，そのカラム数のうち最大のカラム数を求めるこ
とも，「前記格納手段に格納された印字色データ」を対象にしてカラム数を計数す
ることに該当すると主張する。
　　　　　　確かに，原告の上記主張によれば，被告製品のように，プリンタに各
色毎に異なった水平開始位置からの印字色データが格納される場合にも，本件発明



のカラム数計数方法により本件発明の課題を解決することはできる。
　　　　　　しかし，本件明細書には，「印刷基準位置（キャリッジ原点）」とい
う文言は記載されておらず，また，これを示唆するような概念も用いられていない
のであるから，「印刷基準位置（キャリッジ原点）」という概念を使用して本件発
明の技術的範囲を解釈することは，明細書の記載を無視したものであって許されな
い。
　　　　　　また，原告の上記主張は，印刷基準位置（キャリッジ原点）から水平
開始位置までの，印字色データが格納されていない領域にまで計数対象を拡げて，
本件発明の技術的範囲を拡大するものであり，不当である。
　　　イ  被告製品は，以下のとおり，各色の印字色データの右端位置のカラム数
を計数していない。
        (ア)　まず，原告は，カラム数とはカラム（縦列）を数えたものであり，
ドット式プリンタの場合には，ドット単位の数となると主張する。
          　しかし，カラムとドットとは別の概念である。原告が根拠とする甲２
５には，「ＣＰＵは，図５のように文字を縦・横の点（ドット）に分解し，プリン
タメカニズムの印刷ヘッドに伝え，印刷していきます。」と文字（キャラクタ）が
ドットに分解されることを説明しているだけであって，原告の主張の根拠たり得な
い。そして，フローチャートによれば，テキスト画面のハードコピーに関するフロ
ーチャート中に「カラムエンド」と記載され，１バイトで表現される文字データ
（キャラクタデータ）を単位にカラムを把握していることが示されている。これに
対して，グラフィック画面のハードコピーについては，「カラム」という概念は全
く使用されていない。
      　　　また，原告が根拠とする甲２８には，「文字桁数またはカラム数」と
表現している。甲２８は，「文字桁数」は本件明細書で使用されている「カラム
数」の概念と同一であることを前提として，その両者を区別する形式で，「カラム
数」を，ドットの桁数という意味で使用している（（４）頁左下欄１６行目）ので
ある。したがって，原告が主張する「ドット式プリンタの場合には，ドット単位の
数となり，カラム数と呼称されている」とする根拠はまったく存在しない。
    　　(イ)　仮にカラムとドットとが同一となることがあったとしても，「位
置」という場所の概念と「カラム数」（ドット数）という量の概念とは質的な相違
がある。すなわち，位置とは場所の単位系であり，ドット数は量の単位系であっ
て，位置とドット数は単位系が全く異なる。数値が同じであるからといってこれを
同視することは誤りである。
      　　　各色の右端位置は，印刷終了アドレスの最右端ビットを印刷した場
合，用紙上の具体的な水平方向の位置がどこに相当するかという観点から演算され
る。その演算式は原告が提出した甲３１別紙⑧の「最大右端ドット位置の計数処
理」記載のとおりである。この用紙上の水平方向の位置は，１／１４４０インチに
換算した数値である。１／１４４０インチを基準とする用紙上の位置データにおい
ては，解像度にかかわらず，同一数値は同一位置を示す。例えば，右端位置として
７２００という数値が与えられれば，印刷基準位置から右に５インチ先ということ
を意味することになり，これは解像度に影響されない。
          　これに対して，ドット数が表す位置は解像度によって異なることにな
る。例えば，１４４０ドットは，７２０ｄｐｉでは印刷基準位置（キャリッジ原
点）から２インチ右の点を示し，１４４０ｄｐｉでは印刷基準位置（キャリッジ原
点）から１インチ右の点を示すことになる。
      　　　したがって，１／１４４０インチを基準とする用紙上の位置データと
ドット数とは異なるのである。
    　　(ウ)　さらに，各色の右端位置は，プリンタ側におけるヌルカットの結
果，オンドットデータを含む縦列の最大バイトアドレスを印刷終了アドレスとし，
そのバイトアドレスの右端ビットの用紙上の位置として得られるものであるから，
その右端ビットが常にオンドットデータのビット（データ「１」）であるとは限ら
ず，結局，最大７ビットの範囲でオンドットデータがない可能性がある。すなわ
ち，演算で得られる各色の右端位置は，必ずしもイメージバッファに格納されたビ
ットイメージデータ中オンドットデータが存在する右端ではないことを意味してい
る。
  　　　　　すなわち，仮に原告主張のように「カラム数」を「ドット数」ととら
え，右端位置の数値を「ドット数」に換算したとしても，その右端位置（印刷終了
アドレスの右端ビット）には，オンドットデータが存在するとは限らず，印刷基準



位置からオンドットデータが存在する右端までのドット数は最大７ドットの範囲で
右端位置の数値をドット数に換算した数値と異なる。
　　(4)　構成要件Ｇの充足性（争点(2)）について
    （原告の主張）
    　ア  被告製品１，２及び４は，その構成ｆにおいて計数された各色のドット
数を，２色ずつ比較してより大きい方を記憶し，６色のうち最大ドット数を求める
手段を備えているので，「これにより計数されたカラム数のうち最大カラム数を求
める最大カラム数取得手段」を有している。また，被告製品３も，その構成ｆにお
いて計数された各色のカラム数を，２色ずつ比較してより大きい方を記憶し，４色
のうち最大カラム数を求める手段を備えているので，構成要件Ｇの「これにより計
数されたカラム数のうち最大カラム数を求める最大カラム数取得手段」を有してい
る。
      　　したがって，被告製品は，本件発明の構成要件Ｇを充足する。
　　　イ  構成要件Ｆの「１印字行分のカラム数を計数する」とは，前記(3)で主張
したように，印刷基準位置（キャリッジ原点）から各色の最大右端ドット位置まで
のドット数を求めることであり，構成要件Ｇの「最大カラム数」とは，印刷基準位
置（キャリッジ原点）から各色の最大右端ドット位置のうちの最右端位置までのド
ット数という意味である。
　　　ウ　なお，本件発明の構成要件Ｇには，オフセットに関する記載はないが，
オフセットによる補正処理は，印字ヘッドが横並びになっているプリンタでは一般
に予定されている。
      　　したがって，構成要件Ｇにいう「最大カラム数」とは，印字ヘッドが横
置きに配置されている場合には，オフセットの加算を当然の前提としているのであ
り，本件明細書にオフセットに関する記載がないからといって，構成要件Ｇがオフ
セット処理を含まないと解釈すべき理由にはならない。
　　（被告の反論）
　　　ア  前記(3)のイにおける被告の主張と同じ理由から，被告製品は構成要件Ｇ
を充足しない。
　　　イ　構成要件Ｇは，「これにより計数されたカラム数のうち最大カラム数を
求める最大カラム数取得手段」と規定しており，構成要件Ｆを受けているのであっ
て，この構成要件Ｆで計数される「１印字行分のカラム数」は，印字色データとし
て格納された各印字色のデータのカラム数（ドット数）であるから，その最大値を
求める最大カラム数取得手段は，構成要件Ｆで計数された１印字行分のデータのカ
ラム数（ドット数）の最大値を得る手段でなければならない。
          ところが，被告製品においては，全色右端位置（仮想Ｋ右端位置換算は
一応除外することとして）を求めており，この全色右端位置は，「１／１４４０」
インチを基準とする用紙上の位置データとして同単位系において，印刷基準位置
（キャリッジ原点）からの単位数を示す。
          したがって，被告製品は構成要件Ｇが規定する「最大カラム数」を求め
ていない。
　　　ウ　被告製品の各構成ｇは，別紙各「被告構成についての主張」の各被告主
張欄ｇ記載のとおりであるが，このキャリッジ制御系の仮想Ｋ右端位置データに換
算した値とは，各色ノズル列の横方向の配列に伴うオフセットによる修正を意味す
る。被告製品は，キャリッジの位置制御をＫ色のノズル列位置をもって常時把握し
て制御しているからである。
    　　　ある色の印字色データの右端位置が各色の印字色データの右端位置中最
も右の位置にある場合でも，キャリッジ制御系の仮想Ｋ右端位置データに換算した
値として見る（Ｋ色ノズル列に注目して見る）と，上記最大右端位置を仮装Ｋ右端
位置データに換算した値よりも，他の色の右端位置から仮想Ｋ右端位置データに換
算された値の方が大きい（したがって，当該色の右端位置は，全色右端位置にはな
らない）という場合がある。
    　　　例えば，Ｋ色の右端位置が７２００（印刷基準位置から５インチ先），
Ｙ色の右端位置が７０５６（印刷基準位置から４．９インチ先），Ｋ色，Ｙ色以外
の右端位置は大きく左側に存在したと仮定する。この場合，Ｋ色の右端位置が全色
中最も大きい値になる。しかし，Ｙ色のノズル列ではＫ色との１４４０ｄｐｉによ
るオフセット５００Ｈ（１０進数で１２８０）をＹ色の右端位置データに加算する
から，８３３６（７０５６＋１２８０）という仮想Ｋ右端位置データに換算され
る。Ｋ色の右端位置にはオフセットが加算されないから，Ｋ色のノズル列で右端位



置がＹ色の右端位置より右に存するにもかかわらず，Ｙ色の右端位置を仮想Ｋ右端
位置データに換算した値は，Ｋ色のそれよりも大きい値になって，Ｙ色の仮想Ｋ右
端位置データが全色右端位置データとなる。
    　　　すなわち，別紙各「被告製品の構成」の各被告主張欄ｆ１ないしｆ６で
得られた各色右端位置データの最大値が必ずしも全色右端位置データになるわけで
はない。
　　(5)　構成要件Ｈの充足性（争点(2)）について
    （原告の主張）
      ア  被告製品は，インクジェットヘッドを主走査方向に構成ｇで求めた最大
カラム数分の位置まで連続移動させ，その後リターンするようにキャリッジ走査機
構を制御するキャリッジ制御部を備えているから，「印字ヘッドを主走査方向に最
大カラム数分連続移動させ，その後，リターンするように前記移動手段を制御する
制御手段」を有している。
      　　したがって，被告製品は構成要件Ｈを充足する。
　　　イ  被告は，構成要件Ｈの「最大カラム数分」を，量の概念として把握し，
最大カラム数で表される量という意味に解すべきであると主張する。しかし，以下
の理由から，構成要件Ｈの「最大カラム数分」とは，最大ドット数で表される位
置，すなわち，各色の印字色データの最大右端位置のうちの最右端の位置という意
味であるから，被告の主張は失当である。
　　　　(ア)　まず，本件発明の作用効果は，多色印字装置において，各印字色に
より印字される１印字行が一定でない場合でもすべての印字色の印字を行い，か
つ，移動を最少限に留めてリターンし，効率的な印字を行うことにある。そのため
に，印刷基準位置（キャリッジ原点）からキャリッジをリターンすべき用紙上の一
定の位置（全色右端位置＝最大ドット数位置）までをカラム数（ドット数）で表す
ものである。したがって，「最大カラム数分」とは，上記の最大ドット数で表され
る位置という意味である。
        (イ)　また，被告自身も，１／１４４０インチを基準とする用紙上の位置
データは，この位置を示す単位系において，印刷基準位置（キャリッジ原点）から
の単位数で示すことを自認しているように，位置とは起点からの単位数をいうので
あるから，「最大カラム数分」とは，起点（本件ではキャリッジ原点）からカラム
を単位としてＸ個分の位置をいうのである（なお，ここで起点というのは，特定の
位置を定めるための基準となる位置をいうのであって，現実のキャリッジ移動がこ
の起点から始まらなければならないことを意味するものではない。）。
      ウ  また，被告は，構成要件Ｈの「最大カラム数分連続移動させ」を，印刷
基準位置（キャリッジ原点）から，全色右端位置（各色の印字色データの最右端の
オンドットデータのうちの最右端の位置）までの距離を移動する意味であると解す
べきところ，被告製品においては，キャリッジは主走査方向へは，「印刷基準位置
（キャリッジ原点）から全色右端位置までのカラム数」から「印刷基準位置（キャ
リッジ原点）から全色左端位置までのカラム数」を差し引いたカラム数しか移動し
ないから，被告製品は構成要件Ｈを充足しない旨主張する。
　　　　　しかし，被告製品において上記のような構成となるのは，被告製品が最
大右端位置に関する本件発明の技術思想を最小左端位置の処理についてもミラー
（鏡面反射）的に利用していることから必然的に生ずる結果にすぎない。
　　　　　本件発明では，構成要件Ｆ，Ｇの手段により求められた最大カラム数位
置までキャリッジを移動させるものであるのに対し，被告製品は，この右端に関す
る本件発明の技術思想をそのまま全色左端位置に関しても付加採用したものであ
る。被告製品においては，左端においてもキャリッジが用紙上のキャリッジ原点ま
で戻ることなくリターンするという作用効果が追加されているとしても，この付加
的機能によって本件発明の作用効果を奏さなくなるものではない。被告製品は，全
色右端位置に関する本件発明の作用効果をそのまま維持しつつ，同一の技術思想を
全色左端位置においても重複採用したにすぎず，本件発明と技術思想は異ならな
い。
      エ　被告は，被告製品におけるキャリッジの移動の制御は，現在位置把握制
御に基づいて行われており，用紙上で何ドット，あるいはどのドットまで生成した
から，キャリッジ走査を止める，あるいは移動させるといった制御にはなっていな
い旨主張する。
　　　　　しかし，被告製品の各構成ｇまでの処理で求められた全色右端位置（最
大ドット数位置）は，位置を示す単位としてのドット数であるところ，そのドット



数はキャリッジの移動を制御するステッピングモータの単位に合わせる必要があ
る。そして，ステッピングモータを用いる場合，位置を示すカラム数が一定比でモ
ータのパルスと対応することにより，目標とする位置までの移動の制御が可能とな
る。被告製品もステップモータを採用し，キャリッジ原点からのカラム数により，
現在位置の把握と目標位置までのカラム数の計数をしている。全色最大右端位置を
示す最大カラム数分の位置まで，ドット数を単位とし（１２０ｄｐｉのパルス数に
変換することにより），移動を制御しているのである。
          また，被告は，現在位置把握手段について具体的な主張立証を何らして
おらず，このことは，被告製品がキャリッジ原点からのドット数によりキャリッジ
リターンの位置の把握をしていることを認めていることの証左である。
          したがって，被告の上記主張は誤りである。
　　（被告の反論）
　　　　以下の理由から，被告製品は構成要件Ｈを充足しない。
      ア 構成要件Ｈの「最大カラム数分」は，以下のとおり，「最大カラム数で表
現される量」という量の概念で理解すべきである。
        　すなわち，「分」という言葉には，①わけること，②区別すること，③
わかれること，④全体を構成する要素，一部，量という意味があり，本件発明の構
成要件Ｈの「最大カラム数分」における「分」は，上記④の意味で用いられてい
る。したがって，構成要件Ｈの「最大カラム数分」とは，量の概念として把握すべ
きであり，最大カラム数で表される量という意味に解すべきである。
        　原告は，「最大カラム数分」とは，「最大ドット数で表される位置」と
いう意味である旨主張しているが，以下の理由から，同主張は失当である。
        (ア)　まず，原告の上記主張は本件明細書の特許請求の範囲の文言に反す
る。そして，本件明細書中には，「最大カラム数分とは，最大ドット数で表される
位置という意味である。」というような定義をした記載はないばかりでなく，その
ようなことを示唆する記載も全くない。
        (イ)　構成要件Ｈにおける，印字ヘッドが「最大カラム数分連続移動」
は，以下のような動作を指していると解すべきである。すなわち，カラムレジスタ
２６に格納され，１カラム毎に印字されると順次１ずつ減じていき，この数値が零
になるとそのレジスタに対応するヘッドが開放され，また，カラムレジスタに格納
されたカラム数の最大値としてレジスタ２８に格納された「最大カラム数」も同様
に，１カラム毎に印字されると順次１ずつ減じていき，この数値が零になるとプリ
ンタ制御部により，印字ヘッドがリターンされ，結局「最大カラム数分」の印字色
データを印字することになり，結果的に，印字ヘッドはその「最大カラム数分」連
続して印字動作をしていることを指していると理解できる。
        (ウ)  構成要件Ｈは，印字ヘッドは「連続移動させ」と規定している。
「最大カラム数分」を「量」の概念で把握するときは，印字ヘッドが第１カラムか
ら最大カラム数分「連続移動する」ことを指すと容易に理解できる。しかし，原告
主張のように「位置」の概念で把握するときは，印字ヘッドがどこの「位置」から
どこの「位置」までを連続移動するかが明確にならなければ，印字装置として機能
しないはずである。また，この「位置」に基づく印字ヘッドの動作を制御するに
は，前記のとおり，印字ヘッドの現在位置把握が不可欠であるところ，本件明細書
には，印字ヘッドの「位置」に関する制御については全く開示されていない。
        　これに対して，被告製品においては，最大カラム数を有する印字色デー
タの右端位置が必ずしも全色右端位置となるわけではないので，キャリッジは最大
カラム数分連続するということにはならない。
        　仮に，原告の主張のように，印刷基準位置（キャリッジ原点）という概
念の存在を認めるとしても，構成要件Ｈにおいては，その場合の最大カラム数分と
は，印刷基準位置（キャリッジ原点）から全色右端位置までのカラムの量により把
握されるのに対して，被告製品においては，キャリッジは，全色左端位置から全色
右端位置まで連続移動しているのであるから，最大カラム数分移動することはな
い。
　　　イ　原告は，最大カラム数を求めることにより，キャリッジが連続移動する
位置を求めることができると主張するが，同主張は，「量」の概念を「位置」の概
念に置き換えており失当である。
          本件明細書には，一貫して「最大カラム数を求め，キャリッジをその最
大カラム数分連続移動させることで課題を解決できる」と記載されており，「カラ
ム数」という「量」によってキャリッジを制御しようというのがその技術思想の根



本になっている。「量」による制御であれば，キャリッジ現在位置を把握する必要
がなく，簡易な制御ができることになる。実際，本件明細書にはキャリッジの現在
位置を把握している記載はない。一方，キャリッジの現在位置を把握した上で，位
置により制御する技術（「最短距離印刷」と言われる。）は本件特許出願当時から
多数知られている。
        　仮に，「カラム数」という「量」によってキャリッジの移動量を求めた
ことにつき，これを「キャリッジの位置」をもって制御することになるというので
あれば，明細書において，そのような点が開示されなければならないはずである。
しかし，本件明細書にはキャリッジが移動する位置を求めるという技術思想は一切
開示されていない。
          これに対して，被告製品においては，キャリッジの移動はすべてキャリ
ッジの現在位置把握に基づいてされており，その間の印字データ量（ドット数）を
減算したりする計数処理とは全く異なる。
　　　ウ　本件発明に係るプリンタでは，キャリッジ走査制御と印字ヘッドの駆動
制御を直接関連付けている。これに対し，被告製品の構成ｈにおける現在位置把握
制御は，主にキャリッジ制御のためのものであり，時間管理で制御するインクジェ
ットヘッドからのインク吐出制御とは，直接的には関連付けられていない。すなわ
ち，被告製品は，用紙上で何ドット，あるいはどのドットまで生成したから，キャ
リッジ走査を止める，あるいは移動させるといった制御にはなっていない。現在の
キャリッジ位置情報を基に，キャリッジはそのＫ色ノズル列の位置情報を基に独自
に加速・定速・減速の制御を行っており，これとは独立してキャリッジ上のインク
ジェットヘッドは，キャリッジが全色左端位置に達した時点から所定の周期でイン
クの吐き出し制御を行っている。
    (6)　本件特許権に基づく権利行使は権利の濫用となるか（争点(3)）について
    （被告の主張）
        以下のとおり，本件特許には無効理由が存在することが明らかであるか
ら，本件特許権に基づく権利行使は権利の濫用となる。
    　ア　本件明細書には，キャリッジリターン・コード（ＣＲ・ＬＦ）の取り扱
いに関する処理は全く記載されていない。すなわち，当該発明が解決しようとする
問題点を解決するためにどのような手段を講じたのかをその作用とともに記載（特
許法施行規則様式１６の１４ロ）していない。
      　　したがって，本件特許は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許
法３６条３項に違反するので，特許法１２３条１項３号の規定により，無効とされ
るべきである。
    　イ　本件発明では，全色の印字色データは印字ヘッドがキャリッジリターン
したときの行頭位置（以下，「所定の行頭位置」という）に対応するアドレスから
常に格納開始されること，すなわち，全色の印字色データによる１印字行の左端位
置が所定の行頭位置に固定していることをその必須の構成要素としていると考えざ
るを得ない。しかるに，本件発明の特許請求の範囲の記載は，格納手段に格納され
る全色の印字色データの左端位置が所定の行頭位置に対応するアドレスに固定して
いることをその必須の構成要素としていない。
      　　したがって，本件特許は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許
法３６条４項に違反するので，特許法１２３条１項３号の規定により，無効とされ
るべきである。
    　ウ　甲３８（乙４の１）に記載された発明と本件発明の実質的相違はなく，
甲３８（乙４の１）に本件発明の構成の全部が記載されているというべきである。
      　　したがって，本件特許は，特許法２９条１項１号に該当するので，特許
法１２３条１項１号の規定により，無効とされるべきである。
    　エ　甲３８（乙４の１）に記載された発明と本件発明とが仮に相違するとし
ても，当該相違部分は当業者には自明なことであり，本件発明は，甲３８（乙４の
１）に基づき当業者が容易に発明することができたものである。
      　　したがって，本件特許は，特許法２９条２項に該当するので，特許法１
２３条１項１号の規定により，無効とされるべきである。
    （原告の反論）
      ア　被告の主張する無効理由アについて
　　　　　本件発明は，キャリッジリターン・コード（ＣＲ・ＬＦ）を用いずに，
キャリッジのリターン及びラインフィードを行わせるようにしたものであり，従来
のキャリッジリターン方法とは根本的に異なる方法を用いるものである。すなわ



ち，本件発明は，印字色データから１印字行分のカラム数を計数し，当該計数値に
基づいてキャリッジのリターンの位置を求め，キャリッジのリターン及びラインフ
ィードを行わせるものである。
　　　　　したがって，本件発明は，キャリッジリターン・コードを必要としない
ものであり，被告のこの点に関する主張は失当である。
　　　イ　被告の主張する無効理由イについて
          本件発明は，キャリッジがリターンする位置が問題となるものであっ
て，印字色データの格納方法や印字開始位置が問題となるものではない。すなわ
ち，本件明細書の特許請求の範囲の，「１印字行分のカラム数を計数する」とは，
印刷基準位置（キャリッジ原点）からカラム数を計数することを意味し，この計数
値によって，印字色毎の印字ヘッドが移動すべき位置が求められるものであり，
「最大カラム数取得手段」が「計数されたカラム数のうち最大カラム数」を求めて
印字ヘッドがリターンすべき位置を求め，「制御手段」が印字ヘッドをこの最大カ
ラム数分の位置まで連続移動させ，その後リターンさせるものである。この構成に
よって，本件発明の目的が達成されるのである。
　　　　　このように，印字色データの格納方法や印字開始位置は，本件発明にと
って必須の構成要素ではないので，この点に関する被告の主張は失当である。
　　　ウ　被告の主張する無効理由ウについて
          甲３８に記載された発明は，カラム数計数手段が存在しないこと，最大
カラム数を求める手段がないこと，キャリッジが用紙上のどこの位置でリターンす
るか明らかでないことから，被告のこの点に関する主張は失当である。
　　　エ　被告の主張する無効理由エについて
          甲３８には，「アドレスカウンタ」は記載されていない。「アドレスカ
ウンタ」をどこに設けるか，「アドレスカウンタ」と他の回路，手段とどのように
結合されているのか，「アドレスカウンタ」はどのような作用をなすものかも何ら
記載されていない。
    　　　また，乙４の２に記載された発明は，単色印字装置に関するものであ
る。単色印字装置においては，１印字行が一定でない場合に特定色に基づく印字が
行われないままキャリッジ・リターンが行われるという多色印字装置特有の問題点
はそもそも存在しないから，本件発明にあるような各印字色ごとのカラム数を計数
し，その中の最大カラム数を取得する手段を備える必要もない。さらに，被告が引
用する乙４の５，１１ないし２４は，いずれも単色印字装置に関する発明ないし考
案であって，複数の印字色についてのカラム計数手段も，最大カラム数取得手段も
全く開示されていないし，示唆すらない。同じくカラム計数手段も最大カラム数取
得手段もない甲３８に記載された発明とどのような組み合わをしたとしても，本件
発明を当業者が容易に想到することはできない。
      　　よって，本件発明は，甲３８に記載された発明，乙４号の２記載の発明
を組み合わせることによって当業者が容易に発明できたものであるとはいえないか
ら，被告のこの点に関する主張は失当である。
    (4)　損害額（争点(4)）について
    （原告の主張）
　　　１(1)　被告は，業として，被告製品１を，遅くとも平成９年１１月ころから
現在に至るまで，少なくとも６０万台製造販売した。被告製品１の工場出荷価格は
１台当たり２万７８２０円を下廻らないから，売上高は少なくとも１６６億９２０
０万円にのぼる（甲６）。
  　　　(2)　被告は，業として，被告製品２を，遅くとも平成１０年１０月ころか
ら現在に至るまで，少なくとも４０万台製造販売し，現在もなお製造販売してい
る。被告製品２の工場出荷価格は１台当たり１万５０００円を下廻らないから，売
上高は少なくとも６０億円にのぼる（甲７）。
  　　　(3)　被告は，業として，被告製品３を，遅くとも平成７年６月ころから現
在に至るまで，少なくとも２５万台製造販売した。被告製品３の工場出荷価格は，
１台当たり３万９９００円を下廻らないから，売上高は少なくとも９９億７５００
万円にのぼる（甲８）。
　　　　(4)　被告は，業として，被告製品４を，遅くとも平成１２年５月２０日こ
ろから現在に至るまで，少なくとも５万台製造販売し，現在もなお製造販売してい
る。被告製品４の工場出荷価格は１台当たり２万７８２０円を下廻らないから，売
上高は少なくとも１３億９１００万円にのぼる（甲１４）。
      ２　本件発明の実施に対して受けるべき金銭に相当する額は，少なくとも被



告製品の販売価格の１０パーセントを下廻らない。
      　　そこで，原告の損害額は次のとおりとなる。
      　(1)　被告製品１について
      　　　１６６億９２００万円×１０パーセント＝１６億６９２０万円
      　(2)　被告製品２について
      　　　６０億円×１０パーセント＝６億円
      　(3)　被告製品３について
      　　　９９億７５００万円×１０パーセント＝９億９７５０万円
      　(4)　被告製品４について
      　　　１３億９１００万円×１０パーセント＝１億３９１０万円
    （被告の認否）
        争う。
第３　当裁判所の判断
  １　構成要件Ｈの充足性
    (1)　構成要件中Ｈの「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動さ
せ」の意義
      　当裁判所は，構成要件Ｈにおける「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム
数分連続移動させ」とは，「印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から各
印字色データのオンドットデータの右端のうち全色の最右端位置まで連続して移動
させること」を意味するものと解すべきであって，原告の主張するように，「印字
ヘッドを，各色印字色データの右端のうち，最大右端ドット数で表現される位置ま
で連続して移動させること」を意味すると解すべきでないと思料する。以下，その
理由を敷衍する。
      ア　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄及び図面の記載
        　本件明細書（甲１）の「発明の詳細な説明」欄及び図面には，以下の各
記載がある。すなわち，
        (ア)　従来技術として，「主走査方向が単一方向の単色印字装置において
は，印字データを，一方で，バッファに格納し，一方で，このバッファから格納順
に読み出し，この読み出した印字データに応じて印字ヘッドを駆動して印字を行な
う。そして，１印字行分のデータ読み出しが終了してキャリッジリターンコードが
読み出されると，印字ヘッドをリターンさせるとともにラインフィードを行なうよ
うにしている。」（１欄２１行～２欄３行），「つぎに，このような印字ヘッド駆
動方法を，主走査方向が単一方向の多色印字装置，例えば，イエロー，マゼンタ，
シアンの印字色によりカラー印字を行なう装置に適用した例を説明する。」（２欄
４行～７行），「イエロー，マゼンタ，シアンの各印字色データに基づき，主走
査，副走査が行なわれると，（中略）１行分の多色印字は，イエローの熱転写，１
印字行分（幅Ｄ）の紙送り，マゼンタの熱転写，１印字行分の紙送り，シアンの熱
転写という１サイクルにより完了する。このサイクルにおいて，ある行を着目する
と，まず，イエローが印字され，ついで，マゼンタが，最後にシアンが印字される
ことがわかる。」（３欄９行～２０行）
        (イ)　発明が解決しようとする問題点として，「しかしながら，キャリッ
ジリターンコード，ラインフィードコードが読み出されると，１印字行の長短に関
係なく，キャリッジリターンコード，ラインフィードコードが読み出された時点
で，キャリッジリターンおよびラインフィードが行なわれる。このため，例えば，
第８図に示すように，格納されたデータ量が一定でない場合，すなわち，１印字行
が一定でない場合は，図中斜線で示したイエローデータに基づく印字が行なわれな
いまま，キャリッジリターンが行なわれるという問題点があつた。」（３欄２２行
～３２行）
        (ウ)　問題を解決するための手段として，「この発明に係る多色印字装置
は，複数の印字ヘッドと，印字ヘッドの数に対応して設けられ，印字色データを一
時的に格納するデータ格納手段と，これから印字色データを読み出すデータ読み出
し手段と，読み出された印字色データに基づき前記印字ヘッドをそれぞれ駆動する
印字ヘッド駆動手段と，前記印字ヘッドを移動する移動手段とにより構成し，前記
格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数をカラム
計数手段により計数し，計数したカラム数のうち最大カラム数を最大カラム数取得
手段により求め，求めた最大カラム数分，移動手段により印字ヘッドを主走査方向
に連続移動させた後，リターンするように制御手段により制御し，各印字色により
印字される１印字行が一定でない場合でも，多色印字が行なえるようにしてい



る。」（３欄３４行～４欄５行）
        (エ)　発明の効果として，「この発明は，上記のような構成としたため，
各印字色により印字される１印字行が一定でない場合でも，多色印字が行なえると
いう効果がある。」（６欄１２行～１４行）
        (オ)　実施例として，「２は多色印字装置で，ホストコンピュータ１から
印字データを受信するデータ受信部２１と，この受信した印字データを色コードに
応じてバッファメモリ２２ａ～２２ｃ（データ格納手段）のうちいずれかを選択す
るデータセレクタ２３と，（中略）前記バッファメモリ２２ａ～２２ｃにそれぞれ
格納された印字色データから１印字行分のカラム数を計数するカラムレジスタ（カ
ラム計数手段）２６と，これにより計数されたカラム数のうち最大カラム数を求め
るとともにバッファメモリ２２ａ～２２ｃから印字データを読み出し，さらに印字
ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ，その後，リターンするように
前記キャリッジモータ２５を制御するプリンタ制御部（最大カラム取得手段，デー
タ読み出し手段，制御手段）２７と，最大カラム数を格納するレジスタ２８と（中
略）より構成されている。」（４欄１０行～３２行），「いま，第２図に示すフレ
ームフォーマットの印字色データがホストコンピュータ１から多色印字装置２のデ
ータ受信部２１に入力されたものとする（ＳＴＥＰ－１）。すると，制御コードに
従って，前記データ受信部２１により，データセレクタ２３が駆動され，このデー
タセレクタ２３により，まず，色コード（イエロー）に従って，Ｙバッファメモリ
ー２２ｃが選択される（ＳＴＥＰ－３～６）。そして，この選択されたＹバッファ
メモリ２２ｃに，プリンタ制御部２７により，イエロー印字色データがフレームエ
ンドコードまでを１フレームとして，受信された順に格納される（ＳＴＥＰ－７～
９）。このとき，カラムレジスタ２６により，カラムの計数が行なわれる（ＳＴＥ
Ｐ－１０）。」（４欄３５行～５欄５行），「イエロー印字データをバッファメモ
リに格納するときと同様にして，マゼンタ，シアン印字データに基づいて，それぞ
れ印字されるカラム数がカラムレジスタ２６により計数される（ＳＴＥＰ－１４，
１８）。そして，プリンタ制御部２７は，デ一タＥＮＤコードにより，３フレーム
で構成される１データブロックの受信終了を判断すると（ＳＴＥＰ－４），前記カ
ラムレジスタにより計数されたカラム数のうち最大のカラム数（＝ｍ）を求め（Ｓ
ＴＥＰ－１９），同時に，印字を開始する。」（５欄１１行～２１行），「１カラ
ムの印字が終了すると，終了ごとに，前記レジスタ２８のセットカラム数から１を
減じていき（ＳＴＥＰ－２７），またカラムレジスタ２６から同様に１を減じてい
く（ＳＴＥＰ―２７）。そして，カラムレジスタ２６が零になると（ＳＴＥＰ－３
４），零になったレジスタに対応するヘッドを開放し（ＳＴＥＰ－２８－３３），
また，レジスタ２８が零なると（ＳＴＥＰ－３４），プリンタ制御部により，キャ
リッジがリターンされるとともにフィードモータ２９よりラインフィードが行なわ
れる。」（５欄２７行～６欄９行）
        (カ)　本件特許公報の第８図には，イエローデータ，マゼンタデータ及び
シアンデータのデータ量を示す３つの長さの異なる細長い枠が縦に３本並べて記載
されており，この各枠の左端の位置はすべて同じであるが，右端の位置はすべて異
なり，イエローデータを示す枠の右端位置が一番右側にある。シアンデータを示す
枠の右端部分には，キャリッジリターンコード及びラインフィードコードを示す枠
が表示されており，イエローデータを示す枠内には，シアンデータを示す枠の右端
位置と同一の位置に縦の実線が引かれ，この実線の右側部分には斜線が引かれてい
る。
      イ　本件発明の技術内容
        　前記アで認定した事実によれば，本件発明は，従来の多色印字装置で
は，各印字色により印字される１印字行の長さが一定でない場合に色が欠けるとい
う問題点があったことから，この問題点を解決課題として，多色印字装置におい
て，「１印字行の長さが一定でない場合であっても，色が欠けることなく多色印字
を行えるようにする」（本件発明の効果）ことを目的として，「前記格納手段に格
納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数をカラム計数手段によ
り計数し，計数したカラム数のうち最大カラム数を最大カラム数取得手段により求
め，求めた最大カラム数分，移動手段により印字ヘッドを主走査方向に連続移動さ
せた後，リターンするように制御手段により制御する」（構成要件ＦないしＨ）こ
とにより，上記の効果を奏するようにしたものである。
        　そして，本件明細書において，以下のとおりの実施例が示されている。
すなわち，ホストコンピュータから各色の印字色データ（右側のデータがヌルカッ



ト処理され，最も右にあるオンドットデータの右側のヌルデータは含まれていな
い。）が多色印字装置に送られ，同データが各色に対応するデータ格納手段（バッ
ファメモリ）にフレームエンドコードまでを１フレームとして格納される。この格
納の際に，上記印字色データのカラム数が計数されるが，このカラム数の計数方法
は次のとおりである。すなわち，まず，１カラム単位で，当該印字色データがフレ
ームエンドか否かが判断され，同データがフレームエンドではないと判断されると
バッファメモリに格納される。カラムレジスタは，この格納の際にカラム数として
１を加算する（印字色データを受信する前のカラム数は０）。このような処理を，
フレームエンドのデータが受信されるまで繰り返し，各色のカラムレジスタは，計
数したカラム数を記憶する。その後，プリンタ制御部がデータＥＮＤコードによ
り，１データブロックの受信終了を判断すると，各色のカラムレジスタにより計数
されたカラム数のうち最大のカラム数を求め，同最大カラム数をレジスタに格納す
る。各印字色データは１カラムごとに読み出され，これに基づき，１カラムごとに
印字され，１カラムの印字が終了するごとに，各色のカラムレジスタ内のカラム数
から１を減じていき，同時に，レジスタ内の最大カラム数からも１を減じていく。
そして，各色のカラムレジスタ内のカラム数が０になると，そのカラムレジスタに
対応する印字ヘッドが解放され，上記印字色の印字はされなくなる。レジスタ内の
カラム数が０になると，キャリッジがリターンされる。
      ウ　小括
        (ア)　以上を総合すると，構成要件Ｈにおける「印字ヘッドを主走査方向
に最大カラム数分連続移動させ」とは，文言の通常の意味どおり，印字ヘッドを印
刷基準位置（キャリッジ原点）から右（主走査方向）に最大カラム数と同一のカラ
ム数だけ連続して移動させる（例えば，最大カラム数が１０カラムであれば，印字
ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から右に連続して１０カラム移動させ
る）ことを意味するものと解するのが相当である。本件発明に係る多色印字装置に
おいて，色が欠けることなく多色印字を行うことができるとの効果を奏するのは，
印字ヘッドが印刷基準位置（キャリッジ原点）から右（主走査方向）に最大カラム
数分移動した位置が，主走査方向の印字データの存在する最右端位置を示している
からである。したがって，構成要件Ｈの「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数
分連続移動させ」とは，印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から各印字
色データのオンドットデータの右端のうち全色の最右端位置まで連続して移動させ
ることを意味するものと解すべきである。
        (イ)　この点につき，原告は，「最大カラム数分」とは，各色印字色デー
タの右端のうち，最大右端ドット数で表現されたところの「位置」を意味し，「最
大カラム数分連続移動」するとは，上記の位置まで移動することを意味すると主張
する。
          　しかし，前示のとおり，「最大カラム数分」という用語の通常有する
意味からすれば，原告の主張するような上記解釈は，「最大カラム数分連続移動す
る」という文言から大きく乖離することになり，また，本件明細書中にも，上記の
ように解釈すべきことを示唆するに足りる記載は全くない（むしろ，前記(1)イで認
定したとおり，本件明細書の実施例においては，印字の際に最大カラム数から１カ
ラムずつ減数し，レジスタの最大カラム数が０となるまで印字するとされているか
ら，印字ヘッドは最大カラム数と同一のカラム数だけ移動するという構成となって
おり，「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ」に関する前記解
釈に符合するものとなっている。）。
          　したがって，原告の上記主張は理由がない。
    (2)　被告製品の構成及び対比
      　被告製品において，キャリッジ（印字ヘッド）は，各色の印字色データの
オンドットデータの左端のうち全色の最左端位置から全色の最右端位置まで移動す
る（争いがない。なお，ここでは被告主張に係るキャリッジの「加速距離分」，
「減速距離分」を除外して考える。）のであり，印刷基準位置（キャリッジ原点）
から主走査方向に移動するのではないから，被告製品は，キャリッジを主走査方向
に「最大カラム数分連続移動」すると解する余地はない。
      　この点で，原告は，被告製品において，キャリッジが各色の印字色データ
の左端のうち全色最左端位置から移動することについて，被告製品は，本件発明の
作用，効果を享受しつつ，全色最左端位置に関する新たな構成を加えたものである
から，本件発明と技術的思想が異なる訳ではなく，したがって，この点は構成要件
Ｈの充足性に影響しない旨主張する。



      　しかし，被告製品は，キャリッジが各色の印字色データの，左端の「最左
端位置」から，右端の「最右端位置」まで移動するのであるから，本件発明の作用
効果の達成するために設けられた構成要件Ｈを用いた上で，他の構成を付加したと
評価することはできない。
      　この点に関する原告の主張は採用できない。
      　以上のとおり，被告製品は構成要件Ｈを充足しない。
  ２　構成要件Ｆの充足性
    (1)　構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１
印字行分のカラム数を計数するカラム計数手段」の意義
      ア  前示の本件発明の目的を達成させるための構造として，本件明細書の特
許請求の範囲には，「前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印
字行分のカラム数を計数するカラム計数手段と（Ｆ），これにより計数されたカラ
ム数のうち最大カラム数を求める最大カラム数取得手段と（Ｇ），印字ヘッドを主
走査方向に最大カラム数分連続移動させ，その後，リターンするように前記移動手
段を制御する制御手段と（Ｈ）を備えてなる」と記載されている。
          このうち，まず，構成要件Ｆの「カラム数を計数する」の意味について
検討するに，「計数する」という語は，①数える，②計算するという意味を有する
が，これを明細書の記載を参照して解釈すれば，前記１(1)イで認定したように，本
件発明の実施例では，「計数する」を「一つずつ数えていく」という意味で使用し
ていること，本件明細書において，「計算によって求める」との技術的意義を示唆
する記載は全く存在しないことから，「カラム数を計数する」とは，「カラム数を
数える」という意味であると解するのが相当である。
　　　　　このように，構成要件Ｆの「カラム数を計数する」とは，「カラム数を
数える」という意味であり，「カラム数を計算する」という意味ではない以上，格
納手段に格納されていない印字色データについては，そのカラム数を数えることは
不可能であるから，カラム数を計数する対象は，格納手段に格納された印字色デー
タとならざるを得ない。そうすると，構成要件Ｆでは，格納手段に格納された各色
の印字色データのカラム数を数えることになり（したがって，「１印字行分」と
は，格納手段に格納された印字色データと同義となる。），構成要件Ｇの「最大カ
ラム数」とは，格納手段に格納された各色の印字色データのカラム数のうちの最大
のカラム数ということになり，構成要件Ｈでは，キャリッジがそのような最大カラ
ム数分移動してリターンするというものとなる。
          本件発明の内容についての以上の理解を前提にすると，仮に，格納手段
に格納された印字色データの左側がホストコンピュータ内で既にヌルカット処理さ
れていた場合は，構成要件Ｈにおいて，キャリッジを，構成要件Ｇで求められた最
大カラム数分移動させて，リターンさせたとしても，一部又はすべての印字色デー
タが印字されない印字色が生じ，色が欠けることなく多色印字を行えるようにする
という本件発明の唯一の目的を達成することはできないことになる（上記の場合
は，各色の印字色データの最大カラム数を求めること自体が意味のない動作とな
る。）。
　　　　　このように，発明の唯一の目的を達成することができないように本件発
明の内容を理解することは不合理であるから，本件発明の構成要件Ｆの「前記格納
手段に格納された印字色データ」とは，左側のデータがヌルカット処理されていな
いものであること，換言すれば，格納手段には，左側のデータはヌルデータであっ
てもすべて格納されることが必要であると解すべきである。
      イ  これに対して，原告は，構成要件Ｆの「１印字行分のカラム数を計数す
る」を，印刷基準位置（キャリッジ原点）から各色の印字色データの右端位置（最
右端のオンドットデータの位置）までのカラム数を計数するという意味であると主
張する。すわなち，被告製品は，水平開始位置データ（データ格納開始番地）に水
平方向の幅データを加算することにより，印刷基準位置（キャリッジ原点）から右
端位置までのカラム数を計数しているところ，このような方法により右端位置を求
めることも，構成要件Ｆの技術的範囲に含まれる旨主張する。原告の同解釈（構成
要件Ｇの「最大カラム数」は上記カラム数のうちの最大のカラム数となる。）によ
れば，格納手段に格納される印字色データの左側のデータが既にヌルカット処理を
されている場合であっても，格納された各印字色データの最大カラム数を求め，こ
のカラム数分キャリッジを移動させることにより本件発明の目的は達成される。
          しかし，原告の上記主張は，「計数する」を「計算する」という意味で
解することを前提としている（それだからこそ，印字色データの左側のデータが存



在しなくとも，印刷基準位置（キャリッジ原点）から同データの右端の位置までの
カラム数を把握することができる。）が，前記アで判示したように，「カラム数を
計数する」とは，「カラム数を数える」という意味に解すべき（このように解する
と，印字色データの左側が欠けている場合は，その部分については数える対象がな
いので，その部分を合わせて，印刷基準位置（キャリッジ原点）から右端の位置ま
でのカラム数を数えることはできない。）であるから，原告の上記主張は理由がな
い。
    (2)　被告製品の構成及び対比
        本件全証拠によっても，被告製品において，そもそも，印字色データのカ
ラム数が数えられていると認めることはできない（なお，前記のとおり，水平開始
位置データ（データ格納開始番地）に水平方向の幅データを加算することにより，
印刷基準位置（キャリッジ原点）から右端位置までのカラム数を求めることは，カ
ラム数を数えることに当たると解することはできない。）。
      　のみならず，被告製品においては，ホストコンピュータから被告製品に送
られてくる印字色データの左側のデータが既にヌルカット処理され，これがイメー
ジバッファメモリに格納される（争いがない。）。前示のとおり，左側のデータが
ヌルカット処理された印字色データは，構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された
印字色データ」に当たらない。
      　したがって，被告製品は，構成要件Ｆを充足しない。
  ３　結論
　　　よって，原告の請求はいずれも理由がないから，主文のとおり判決する。
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